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令和 ３ 年 ４ 月 １ 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２９ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則等の一部を

　改正する規則 （総　務　課）　１

　
石 川県看護師等修学資金貸与条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和三年四月一日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第二十二号

　 　　
石 川県看護師等修学資金貸与条例施行規則等の一部を改正する規則

（ 石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部改正）

第  一 条

　
石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （昭 和 四 十 九 年 石 川 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る。
　
別 記様式第一号中「殿 」 を 「様 」 に 、
「

　　

年

　　

月

　　

日生 （男・女 ）
」
を
「

　　　　　　

年

　　

月

　　

日生

」

　
に 改める。

　 　
別 記様式第二号及び別記様式第三号中「殿 」 を「様 」 に改める。

　
別 記様式第三号の二中
「

　　

年

　　

月

　　

日生 （男・女 ）
」
を
「

　　　　　　

年

　　

月

　　

日生

」
に 改める。

　

 

　
別 記 様 式 第 四 号 か ら 別 記 様 式 第 六 号 ま で 、別 記 様 式 第 七 号 か ら 別 記 様 式 第 十 号 ま で 及 び 別 記 様 式 第 十 一 号 か ら 別

記 様式第十三号までの規定中「殿 」 を「様 」 に改める。

（ 石川県立九谷焼技術研修所条例施行規則の一部改正）

第  二 条

　
石 川 県 立 九 谷 焼 技 術 研 修 所 条 例 施 行 規 則 （昭 和 五 十 八 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 　
別 記様式第一号を次のように改める。

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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　別記様式第 1号（第 8条関係）

入学志願書

受 付 番 号

志

　願

　者

ふ り が な 　 生　年　月　日

氏 名 　 年　　　　月　　　　日生

志 願 学 科

（○で囲む）
本　科　・　研究科　・　実習科（造形）・　実習科（加飾）

現 住 所
〒

電 話 番 号
　（　　　）

　　　－

最 終 学 歴

　（学校名）　　　　　　　　　　　　　（学科）

年　　　　月　卒業・卒業見込　

　貴所に入学したいので、関係書類を添えて願い出ます。

　　　　　　年　　月　　日

　石川県立九谷焼技術研修所長　様

　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

写 　 真

貼 付 欄

（実習科の入学志願の場合のみ記入）

推　薦　者（事業主）

氏 名

現 住 所
〒
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別 記様式第二号及び別記様式第三号中「殿 」 を「様 」 に改める。

（ 石川県職場適応訓練委託規則の一部改正）

第  三 条

　
石 川県職場適応訓練委託規則（昭和三十九年石川県規則第四号）の一部を次のように改正する。

　
別 記様式第三号及び別記様式第四号中
「

氏名
男

女
歳

」
を

「

氏名
　

　

歳

」
に 改める。

　
別 記様式第九号中

「

男

　

女 （中高年齢者 ） （心身障害者 ）

」
を

「

（中高年齢者 ） （心身障害者 ）

」
に 改める。

（ 石川県訓練手当支給規則の一部改正）

第  四 条

　
石 川県訓練手当支給規則（昭和四十一年石川県規則第四十三号）の一部を次のように改正する。

　
別 記様式第一号及び別記様式第一号の三中
「

（性別 ）

　

男・女

（生年月日 ）

　　　

 年

　　

月

　　

日生 （満

　

歳 ）

」
を

「

（生年月日 ）

　　　　　　　　　

 年

　　

月

　　

日生 （満

　

歳 ）

」
に 改める。

　
別 記様式第二号中
「

性

　

別

　　　

 年

　　

月

　　

日 （

　　

歳 ）

」
を

「

　　　

 年

　　

月

　　

日 （

　　

歳 ）

」
に 改める。

（ 石川障害者職業能力開発校規則の一部改正）

第  五 条

　
石 川障害者職業能力開発校規則（昭和四十五年石川県規則第二十九号）の一部を次のように改正する。

　
別 記様式第一号（表）中

「

男

・

女

年

　　

月

　　

日生

」
を

「

　

　

　

年

　　

月

　　

日生

」

　
に 改め、同様式（裏）を次のように改める。
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（裏）　　　

障害の概要

原因となつた傷病名 　

障 害 部 位 及 び 状 況 　

障 害 の 原 因
①先天性　②疾病　③産業災害　④交通事故　

⑤その他（　　　　　）

受傷又は発病の年月日 　　　年　　月　　日　受傷・発病

義肢装具の

状 況
①車椅子　②義手　③義足　④松葉づえ　⑤その他（　　　　　）

身体障害者

手帳・精神

障害者保健

福 祉 手 帳

都道府県・市 第　　　　 号 年　　月　　日交付

種　　　　　　　　　　級

療 育 手 帳

都道府県・市 第　　　　 号 年　　月　　日交付

障害の判定（総合判定）　　　Ａ　　・　　Ｂ

公 共 職 業

安 定 所

記 入 欄

公共職業安定所名
受 付

年 月 日
　　年　　月　　日

　

区

　
　
　分

□ 　受講指示（労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律施行規則

　第　 条 第　 項 第　 号　　）予定

□　受講指示（雇用保険）予定

□　支援指示（職業訓練受講給付金）予定

□　受講推薦予定

担 当 者 　

電 話

番 号
　

保護者（未成年の入校志願者のみ記入）

ふ り が な 　

年　　月　　日生 歳
氏 名

現 住 所
電話番号（　　）　　―　　　　

郵便番号

本 人 と の

関 係
　

備考

　１　裏面は、太枠内のみ記入する。

　２　用紙の大きさは、日本産業規格 A 4とする。
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（ 石川県立産業技術専門校条例施行規則の一部改正）

第  六 条

　
石 川県立産業技術専門校条例施行規則（昭和四十八年石川県規則第十九号）の一部を次のように改正する。

　
別 記様式第五号（表）中

「

男

・

女

年

　　

月

　　

日生

」
を

「

　

　

　

年

　　

月

　　

日生

」

に 、「20歳未満 」 を「未成年 」 に改め、同様式（裏）中
「

□

　

雇用保険

　　

有

□

　

雇用保険

　　

無 （一般 ）

□

　

そ の 他

」
を

「

□  

　

受講指示 （労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律施行規則

　

第

　　

条  第

　　

項 第

　　

号

　　

）予定

□

　

受講指示 （雇用保険 ）予定 
□

　

支援指示 （職業訓練受講給付金 ）予定

□

　

受講推薦予定

」
に 改め、同様式（裏）備考３中「日本工業規格 」 を「日本産業

規格 」 に改める。

　 　
別 記様式第六号中「20歳未満 」 を「未成年 」 に改める。

（ 石川県心身障害者就業資金貸与条例施行規則の一部改正）

第  七 条

　
石 川 県 心 身 障 害 者 就 業 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （昭 和 四 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 する。

　
別 記様式第一号中
「

（ふりがな ）

氏

　　

名

性別

男・女

」
を
「

（ふりがな ）

氏

　　

名
」
に 改

　
め る。

（ 石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部改正）

第  八 条

　
石 川 県 高 等 学 校 定 時 制 課 程 及 び 通 信 制 課 程 修 学 奨 励 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （昭 和 五 十 一 年 石 川 県 規 則 第

三 十三号）の一部を次のように改正する。

　
別 記様式第一号中「殿 」 を「様 」 に、
「

ふり

　　　　

がな

氏

　　　　　

名
男・女

」
を

「

ふり

　　　　

がな

氏

　　　　　

名

」
に 改める。

　 　
別 記様式第二号から別記様式第六号までの規定中「殿 」 を「様 」 に改める。

（ 石川県立高等学校授業料減免規則の一部改正）

　 　

第  九 条

　
石 川県立高等学校授業料減免規則（昭和五十四年石川県規則第十六号）の一部を次のように改正する。

　
別 記様式第一号中「殿 」 を「様 」 に、
「

ふ り が な

氏

　　　　　

名
男

　

・

　

女

」
を
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「

ふ り が な

氏

　　　　　

名

」
に 改める。

　 　
別 記様式第三号中「殿 」 を「様 」 に改める。

　 　　
附

　
則

（ 施行期日）

１

　
こ の規則は、公布の日から施行する。

（ 経過措置）

２  

　
改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、な お 当 分 の 間 、所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で

き る。


